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一番の自治のまち「新宿」
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危険薬物（危険ドラッグを含む） 

危険薬物撲滅特定地区と 
協力員の指定 

区が実施する 
危険薬物撲滅活動 

 不動産業界等の責務 

施行予定日 

区民等の責務 

効 果 

法令で規制された薬物 

大麻    覚せい剤    麻薬・向精神薬 

あへん   毒劇物 

指定薬物 

■医薬品、医療機器等の品質、有効性及び 

  安全性の確保等に関する法律（旧薬事法）の指定 

■都知事の指定 

その他 

規制・指定薬物のほか同等の危険性のある薬物 

新宿駅周辺の繁華街地区などを指定

■危険薬物撲滅活動に関する施策の総合的な推進 

■危険薬物に関する情報の収集及び区民等への 

  情報提供 

■区民等への広報・教育・啓発 

■危険薬物撲滅活動への協力  

■危険薬物の販売等をさせないように 

■危険薬物を販売等した場合の契約の解除 

■物件への定期的な確認 

※ 建物の提供者は、他人に提供している建物が業として指定薬物等の販売等に供されていたことを知っ

た場合、危険薬物に係る契約解除特約があればその契約を解除する。 
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危険薬物撲滅活動 

危険薬物の販売等を防止し、及びこれにより区

民等の生活から危険薬物の濫用による影響を

撲滅するための活動 

区及び区民等は、危険薬物を何人にも売らせないこと並びに危険薬物を区民等が持たないこと、

買わないこと、もらわないこと及び使わないことを基本として危険薬物撲滅活動を推進することによって、

区民等の安全で平穏な生活を確保し、もって健全な地域社会の実現に寄与する。 

特定地区の指定 協力員による活動 

■町会、自治会、商店会等の構成員の中から、 

   危険薬物撲滅活動協力員を指定 

■区は、危険薬物撲滅活動に対し、 

   積極的な支援 

■ 新規参入の抑制  ■ 既存店舗の排除  ■ 公共の安全確保 

■ 街の活性化     ■ ビルオーナー保護 ■ 青少年の健全育成 

■ 街のイメージ向上 
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確約書等の提出 

特約条項の追加 

目的・基本理念 

危険ドラッグ撲滅に関する区の取り組み状況 

■危険薬物に関する警察への情報提供 

 危険ドラッグを吸引した者の運転する車が暴走し、死傷者を出すなど、悲惨な事件・事故が多発しました。 

 また、全国で危険ドラッグを濫用して死亡した疑いがある人が、平成２４年は８人、平成２５年は９人であっ

たところ、平成２６年は１１月末現在で１１１人となり、大幅に増加しております。 

 こうした現状から、新宿区においても、区民、事業者、東京都、警察等との連携を図り、若者に対する意識啓

発をするとともに、建物提供者の責務として危険ドラッグを販売した者等の契約解除等について規定するなど、

危険ドラッグ撲滅に向けた（仮称）新宿区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例を制定し、チラシやポスター

の配付のほか、条例周知イベント等を実施して、危険ドラッグ撲滅の気運を高めます。 

危険薬物の販売等を防止するため特に必

要があると認める地域を、危険薬物撲滅特

定地区に指定 

■ 販売店舗に対する立入検査への同行 

■ 危険ドラッグ撲滅等のキャンペーン 

■ ポスター掲示及びパンフレット配布による若者への啓発活動 

■ 区立小、中学校等において薬物乱用防止教室・講習会の開催 

■ 区、区内４警察署、不動産業界による覚書の締結（平成２７年１月２０日） 


